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(１)目的 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 用語の定義 

労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動

その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう｡単な

る物的な損害は含まない。 

労 働 者 労働基準法第 9 条に規定する労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される

者で、賃金を支払われる者をいう。同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用され

る者及び家事使用人は除く)をいう。(労働安全衛生法第 2条) 
事 業 者 事業を行う者で、労働者を使用する者をいう。(労働安全衛生法第 2条) 

使 用 者 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のた

めに行為をするすべての者をいう。(労働基準法第 10条) 

  

キ・セ・ジ・ア・カ 

 

この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための≪キ 危害防止基準≫の確立≪

セ 責任体制≫の明確化及び≪ジ 自主的活動≫の促進の措置を講ずる等その防止に関する

総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の≪ア 安全と健康≫を確保

するとともに、≪カ 快適な職場環境≫の形成を促進することを目的とする。                     

覚えよう！ 

１.総則 

Ⅰ 労働安全衛生法 
第一種・第二種共通科目 

関係法令 

関係法令 （有害業務に係るもの以外のもの） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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 温度 

(気温) 

湿度 

(湿球温度) 
気流 

輻射熱 

(放射熱) 

実効温度(感覚温度) ○ ○ ○ × 

修正実効温度 ○ ○ ○ ○ 

アスマン通風乾湿計 ○ ○ × × 

不快指数 ○ ○ × × 

相対湿度 ○ ○ × × 

＊不快指数の算定式：不快指数＝0.72(乾球温度＋湿球温度)＋40.6 

＊相対湿度：ある温度における飽和水蒸気量に対する空気中の水蒸気量の比を百分率で表したもの 

暑い日は、外はしつこく乾いてる 

屋外＝自然湿球温度×黒球温度×乾球温度 

 なにぃ～！ 七味か！ 

 7  2  1  7  3 

 

 

 
 

 

(１)温熱環境要素 

                               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)ＷＢＧＴ 

① ＷＢＧＴ(湿球黒球温度)は、労働環境において作業者が受ける暑熱環境による熱ストレスの評

価を行うための簡便な指標(熱中症のリスク評価指標)である。 ＊単位は℃ 

  ＷＢＧＴ＝0.7×自然湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度(屋外で太陽照射がある) 

＝0.7×自然湿球温度＋0.3×黒球温度(屋内の場合、屋外で太陽照射がない) 

※自然湿球温度：輻射熱を防いだ状態で自然気流にばく露された湿球温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ＷＢＧＴ基準値は、身体作業強度(代謝レベル)に応じて設定された、熱中症予防のためのＷＢ

ＧＴ値の目安のことである。ＷＢＧＴ基準値は、楽な座位(低代謝率)は 32℃、階段を走る(極

高代謝率)は 18℃というように、運動強度が高い作業の方が、運動強度が低い作業に比べて低

い値になる。 

  

実効輻、修正なし 

アス(明日)の気輻

は、不快な気輻、 

湿度も気幅 

 

アスマン通風乾湿計 温度 湿度 

アウグスト乾湿計 温度 湿度 

デジタル粉じん計 粉じん 

熱線風速計 気流 

黒球温度計(寒暖計) 輻射熱 

＊アスマン通風乾湿計は気流や輻射熱の影響を受けない。 

覚えよう！ 

 
覚えよう！ 

黒球温度計 

Ⅱ 第一種・第二種共通科目 

労働衛生 

 

一般作業環境 

アスマン 

通風乾湿計 

測定器具と測定する温熱要素 

１.温熱環境 

■ 労働衛生（有害業務に係るもの以外のもの） ■ 
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(１)呼吸器の仕組みと働き 

① 呼吸筋(肋間筋)と横隔膜の協調運動 ⇒ 胸郭内容積を周期的に増減 ⇒ 肺を伸縮 

② 胸郭内の容積が増すと、その内圧は低くなる ⇒ 吸気が肺内へ流れ込む 

胸郭内の容積が減ると、その内圧は高くなる ⇒ 呼気が体外へ排出される 

③ 延髄 ⇒ 呼吸中枢 ⇒ 二酸化炭素 ⇒ 増加 ⇒ 刺激 ⇒ 興奮 ⇒ 呼吸数増加 

(延髄にある呼吸中枢が、血液中の二酸化炭素の増加に刺激を受けて興奮し、呼吸数が増加する) 

④ 呼吸数は 16回/分前後で運動、食事、入浴、発熱によって増加する 

 

 
・チェーンストークス呼吸とは、浅い呼吸から、徐々に深い呼吸となった後、次第に呼吸が浅くなり、一

時的に呼吸停止となるサイクルが繰り返される呼吸のことである。 

・睡眠時無呼吸症候群とは、上気道の閉塞等によって睡眠時に呼吸が一時的に停止する病気のことであ

る。 

 

 

 

(１)筋肉の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 心筋は人間の意志によって動かすことができない不随意筋であるが、随意筋である骨格筋と同じ横紋筋

に分類される。 

 

(２)筋肉の収縮 

   ① 

 

                

 

 

②等尺性収縮・・・・・・人の直立の姿勢 

     動的作業(例：屈伸運動)≒等張性収縮 

     静的作業(例：ＶＤＴ作業、鉄棒にぶら下がった状態)≒等尺性収縮 

＊内呼吸は組織呼吸ともいう。 

３.運動器系 

呼吸

外呼吸 空気⇔肺胞(O2)⇔血液(CO2)

内呼吸 血液(O2)⇔組織細胞(CO2)

筋肉 

横紋筋 

平滑筋 

骨格筋 

心筋 

内臓筋 

随意筋 

不随意筋 

自律神経が分布 

運動神経が分布 

等張性収縮 

短縮性収縮・・・短縮されながら力を出す 

伸張性収縮・・・引き伸ばされながら力を出す 

２.呼吸器系 
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(１)譲渡・貸与・設置の制限 

厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはなら

ない。 

 

① 波高値による定格管電圧が 10kV以上のエックス線装置(特定の医療機器のもの等を除く) 

② 再圧室 

③ 潜水器 

④ ガンマ線照射装置(特定の医療機器のものを除く) 

⑤ チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が 40㎤以上のものに限る) 

⑥ 電動ファン付き呼吸用保護具 

⑦ 防じんマスク(ろ過材又は面体を有していないものを除く) 

⑧ 防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用に限る) 

等 (×)酸性ガス用防毒マスク (×)硫化水素用防毒マスク 

 

 
 
 
 
 

 

 

★制限なしの労働衛生保護具の出題例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

防じんマスク 防毒マスク 

送気マスク 化学防護服 

制限なしの労働衛生保護具 

電動ファン付き呼吸用保護具 

２.労働衛生保護具 

覚えよう！ 

Ｘジャパンの 最 先端の ガ チ ファンはひげ ぼう ぼう！ 

 

エックス線  再圧 潜水 ガンマ チェーンソー 電動ファン 防じんマスク 防毒マスク 

＊制限ありの労働衛生保護具の覚え方 

 
 

・酸素呼吸器・検知管方式による一酸化炭素測定器・硫化水素用防毒マスク・遮光保護具・送気マスク 

・放射線測定器・化学防護服・放射線物質汚染に対する防護服・防音保護具・防振手袋     等 

制限ありの労働衛生保護具 
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